
吹
奏
楽
愛
好
会
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ソ
ノ
リ
テ
規
約 

 

吹
奏
楽
愛
好
会
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ソ
ノ
リ
テ
は
、
吹
奏
楽
を
愛
好
す
る
仲
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
吹
奏
楽
愛
好
団
体

で
あ
る
。
我
々
は
美
し
い
管
楽
器
の
響
き
と
、
聴
衆
と
感
動
を
共
有
す
る
音
楽
を
理
想
と
し
、
自
ら
の
向
上
心
に
よ
っ

て
そ
の
技
術
と
音
楽
性
を
磨
き
、
音
楽
活
動
を
通
し
て
地
域
社
会
の
文
化
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

こ
の
規
約
は
こ
の
理
想
に
基
づ
き
、
我
々
は
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
規
約
、
拘
束
を
排
除
す
る
。 

 

平
成
十
年
十
一
月
一
日 
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第
一
章 

活
動 

第
一
条
【
全
員
参
加
の
原
則
】 

活
動
は
全
員
参
加
を
原
則
と
す
る
。 

第
二
条
【
活
動
日
】 

練
習
は
原
則
と
し
て
毎
週
日
曜
日
の
午
後
六
時
か
ら
午
後
十
時
迄
と
す
る
。 

第
三
条
【
活
動
内
容
】 

本
会
の
具
体
的
活
動
内
容
は
幹
部
会
に
よ
っ
て
企
画
、
実
行
さ
れ
る
。 

 

第
二
章 

入
会
、
休
会
、
退
会
、
出
欠 

第
四
条
【
会
員
の
要
件
】 

吹
奏
楽
愛
好
会
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ソ
ノ
リ
テ
会
員
た
る
要
件
は
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

本
規
約
の
遵
守
と
活
動
へ
の
積
極
的
参
加
を
制
約
で
き
る
高
校
生
以
上
の
者
。 

二 

高
校
生
で
本
会
へ
の
入
会
の
同
意
を
親
権
者
よ
り
得
た
者
。 

第
五
条
【
高
校
生
の
入
会
に
関
す
る
要
件
】 

高
校
生
の
入
会
に
際
し
幹
部
は
次
の
事
項
を
厳
守
す
る
こ
と
。 

一 

活
動
内
容
は
常
に
親
権
者
に
対
し
て
明
確
に
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

学
校
行
事
、
家
庭
行
事
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

高
校
生
と
し
て
の
行
動
の
範
疇
を
越
す
行
為
を
さ
せ
な
い
こ
と
。 

四 

当
会
本
来
の
活
動
趣
旨
か
ら
逸
脱
す
る
行
為
を
さ
せ
な
い
こ
と
。 

五 

親
権
者
は
本
条
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
当
会
の
活
動
へ
の
参
加
を
禁
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。 

第
六
条
【
休
会
】 

一 

連
続
し
て
三
ヶ
月
以
上
会
の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
、
休
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

休
会
期
間
中
の
会
費
は
免
除
さ
れ
る
。 

第
七
条
【
退
会
】 

一 

会
の
活
動
に
参
加
で
き
な
い
場
合
、
退
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

幹
部
会
は
連
続
し
て
一
年
以
上
休
会
し
て
い
る
会
員
を
退
会
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条
【
出
欠
、
無
断
欠
席
の
禁
止
】 

会
員
の
無
断
欠
席
を
禁
ず
る
。
欠
席
す
る
場
合
、
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
い
て
事
前
に
幹
部
も
し
く
は
パ
ー
ト 

リ
ー
ダ
ー
に
連
絡
す
る
こ
と
。 

第
九
条
【
懲
罰
】 

幹
部
会
は
次
の
対
象
に
な
る
会
員
を
退
会
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



但
し
幹
部
会
は
こ
の
処
分
を
極
力
回
避
す
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
三
ヶ
月
以
上
に
わ
た
っ
て
無
断
欠
席
を
し
た
者
。 

二 

本
規
約
を
遵
守
す
る
意
志
の
な
い
者
。 

三 

本
会
の
品
位
を
著
し
く
汚
す
行
為
を
し
た
者
。 

四 

本
会
の
秩
序
を
故
意
に
、
或
い
は
無
闇
に
乱
す
行
為
を
し
た
者
。 

第
一
〇
条
【
手
続
き
】 

一 

入
会
、
休
会
、
退
会
の
手
続
き
は
書
面
を
以
っ
て
執
り
行
う
。 

二 

休
会
、
退
会
の
手
続
き
は
口
頭
に
よ
る
も
の
を
認
め
る
。
但
し
、
こ
の
手
続
き
は
、
こ
の
規
約
に
特
別
の
定
め

の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
会
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

第
三
章 

総
会 

第
一
一
条
【
総
会
の
地
位
、
規
約
制
定
】 

総
会
は
会
の
最
高
機
関
で
あ
っ
て
、
会
の
唯
一
の
規
約
制
定
機
関
で
あ
る
。 

第
一
二
条
【
定
期
総
会
】 

幹
部
会
は
毎
年
一
回
一
定
の
時
期
に
定
期
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
を
要
す
る
。 

第
一
三
条
【
臨
時
総
会
】 

幹
部
会
は
臨
時
総
会
の
招
集
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
在
れ
ば
、
幹
部
会
は
、

そ
の
招
集
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
一
四
条
【
定
足
数
、
表
決
】 

一 

総
会
は
休
会
者
及
び
会
費
の
免
除
対
象
者
を
除
き
、
委
任
を
含
む
三
分
の
二
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
議
事

を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

二 

議
事
は
こ
の
規
約
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
出
席
会
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同

数
の
場
合
に
は
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
。 

第
一
五
条
【
議
長
】 

議
長
は
副
会
長
一
名
が
こ
れ
を
努
め
、
議
長
の
議
事
進
行
以
外
の
発
言
は
こ
れ
を
控
え
る
。 

第
一
六
条
【
総
会
議
事
】 

総
会
は
次
の
事
項
を
審
議
す
る
。 

一 

会
計
報
告 

二 

運
営
報
告 

三 

会
長
指
名 

四 

そ
の
他 

第
一
七
条
【
総
会
の
出
欠
】 

総
会
は
原
則
と
し
て
欠
席
で
き
な
い
。
但
し
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
欠
席
す
る
場
合
は
開
催
日
前
日
ま
で
に
幹



部
に
委
任
状
を
提
出
す
る
こ
と
。
但
し
会
長
、
議
長
が
欠
席
し
た
場
合
、
議
事
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
四
章 

幹
部
会
及
び
係 

第
一
八
条
【
運
営
】 

運
営
は
幹
部
会
が
行
う
。 

第
一
九
条
【
組
織
】 

幹
部
会
は
代
表
た
る
会
長
及
び
そ
の
他
の
幹
部
に
よ
っ
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。
任
期
は
一
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な

い
。 

第
二
〇
条
【
責
任
】 

幹
部
会
は
、
運
営
に
つ
い
て
総
会
に
対
し
て
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
。 

第
二
一
条
【
会
長
の
指
名
】 

会
長
は
、
会
員
の
中
か
ら
総
会
の
議
決
で
、
こ
れ
を
指
名
す
る
。
こ
の
指
名
は
、
他
の
全
て
の
案
件
に
先
立
っ
て
、

こ
れ
を
行
う
。 

第
二
二
条
【
幹
部
の
任
免
】 

一 

会
長
は
幹
部
を
任
命
す
る
。 

二 

幹
部
会
は
任
意
に
幹
部
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
三
条
【
幹
部
会
不
信
任
決
議
の
効
果
】 

幹
部
会
は
総
会
で
不
信
任
決
議
を
可
決
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
四
条
【
会
長
の
欠
缺
】 

会
長
が
欠
け
た
場
合
、
幹
部
会
は
解
散
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
五
条
【
解
散
後
の
幹
部
会
】 

前
二
条
の
場
合
に
は
、
幹
部
会
は
新
た
に
会
長
が
指
名
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
責
務
を
行
う
。 

第
二
六
条
【
会
長
の
責
務
】 

会
長
は
、
幹
部
会
を
代
表
し
て
議
案
を
総
会
に
提
出
し
、
運
営
に
つ
い
て
総
会
に
報
告
し
、
並
び
に
幹
部
を
指
揮
監

督
す
る
。 

第
二
七
条
【
幹
部
会
の
責
務
】 

幹
部
会
は
、
次
の
事
務
を
行
う
。 

一 

規
約
を
誠
実
に
執
行
し
、
会
の
運
営
を
行
う
こ
と
。 

二 

他
団
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
処
理
す
る
こ
と
。 

三 

会
計
報
告
及
び
運
営
報
告
を
総
会
に
提
出
す
る
こ
と
。 

第
二
八
条
【
係
】 

幹
部
会
は
、
運
営
に
際
し
必
要
と
思
わ
れ
る
係
を
次
に
従
い
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

係
は
幹
部
の
指
名
と
本
人
の
合
意
に
よ
る
。 

二 

係
配
分
を
さ
れ
た
会
員
は
担
当
幹
部
の
指
示
に
従
い
、
会
の
運
営
を
補
佐
し
、
運
営
の
円
滑
化
を
図
る
義
務
を



有
す
る
。 

三 
会
の
運
営
を
補
佐
す
る
係
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。 

 

第
五
章 
会
計 

第
二
九
条
【
会
費
】 

本
会
の
運
営
に
あ
た
り
、
次
に
定
め
る
会
費
を
徴
収
す
る
。
毎
月
末
日
ま
で
に
、
幹
部
会
計
に
納
入
す
る
。 

一 

会
費
は
毎
月
二
千
五
百
円
と
す
る
。 

二 

新
入
会
員
は
入
会
月
の
翌
月
分
か
ら
徴
収
す
る
。 

三 

会
費
減
額
の
対
象
者
の
会
費
は
毎
月
千
円
と
す
る
。 

第
二
九
条
の
二
【
会
費
免
除
の
対
象
】 

会
費
の
支
払
い
を
免
除
す
る
対
象
者
は
、
次
に
定
め
る
者
と
す
る
。 

一 

高
等
学
校
に
通
い
扶
養
家
族
と
な
っ
て
い
る
者 

二 

県
外
か
ら
参
加
し
て
い
る
者 

三 

遠
方
か
ら
参
加
し
て
い
る
会
員
で
、
幹
部
会
が
認
め
た
者 

第
二
九
条
の
三
【
会
費
減
額
の
対
象
】 

大
学
、
各
種
学
校
に
通
い
扶
養
家
族
と
な
っ
て
い
る
者
は
会
費
を
減
額
す
る
。 

第
三
〇
条
【
臨
時
徴
収
】 

幹
部
会
は
次
の
規
定
に
基
づ
き
会
費
の
臨
時
徴
収
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

臨
時
徴
収
は
可
能
な
限
り
避
け
、
や
む
を
得
ず
行
う
場
合
は
可
能
な
限
り
安
価
に
設
定
す
る
こ
と
。 

二 

目
的
不
明
な
臨
時
徴
収
は
行
わ
な
い
。 

三 

会
費
減
免
の
対
象
者
か
ら
の
臨
時
徴
収
の
行
使
に
つ
い
て
は
幹
部
会
が
決
定
す
る
。 

第
三
一
条
【
会
計
処
理
】 

幹
部
会
は
会
計
を
処
理
す
る
権
限
を
有
す
る
。 

第
三
二
条
【
会
計
報
告
】 

幹
部
会
は
会
員
に
対
し
定
期
的
に
会
の
会
計
状
況
に
つ
い
て
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
三
条
【
会
計
年
度
】 

本
会
の
会
計
年
度
は
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
末
日
ま
で
と
す
る
。 

 

第
六
章 

パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー 

第
三
四
条
【
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
の
責
務
】 

パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
は
幹
部
会
の
下
、
運
営
、
練
習
に
お
い
て
パ
ー
ト
を
指
揮
、
監
督
す
る
。 

第
三
五
条
【
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
の
選
出
】 



パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
は
各
パ
ー
ト
よ
り
一
名
、幹
部
会
の
指
名
と
本
人
の
合
意
に
よ
り
就
任
し
、任
期
は
一
年
と
す
る
。

再
任
は
妨
げ
な
い
。 

第
三
六
条
【
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
の
辞
任
】 

パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
が
辞
任
す
る
場
合
、
本
人
の
申
請
と
幹
部
会
の
承
認
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
幹
部
会
は
直
ち
に
後
任
を
選
出
す
る
こ
と
。 

 

第
七
章 

選
曲 

第
三
七
条
【
選
曲
方
法
】 

演
奏
曲
目
は
正
指
揮
者
及
び
副
指
揮
者
、
音
楽
担
当
幹
部
、
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
で
審
議
し
、
幹
部
会
の
承
認
を
経
て

選
曲
さ
れ
る
。
選
曲
は
会
の
能
力
を
考
慮
し
て
行
い
、
会
員
に
負
担
を
か
け
ぬ
よ
う
迅
速
に
選
曲
す
る
こ
と
。 

 

第
八
章 

改
正 

第
三
八
条
【
改
正
の
手
続
き
】 

こ
の
規
約
の
改
正
は
幹
部
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
り
発
議
し
、
会
員
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

第
三
九
条
【
施
行
】 

新
た
に
制
定
さ
れ
た
規
約
は
総
会
の
承
認
を
得
た
次
の
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
。 

 

第
九
章 

雑
則 

第
四
〇
条
【
正
装
】
会
の
行
事
に
お
け
る
会
員
の
着
衣
を
次
の
通
り
定
め
る
。 

一 

サ
ー
ク
ル
正
装 

二 

ス
テ
ー
ジ
正
装 

三 

前
二
項
の
施
行
細
則
は
、
幹
部
会
の
議
決
を
経
て
定
め
る
。 

  

付 

則
（
平
成
一
○
・
一
一
・
一
） 

一 

こ
の
規
約
は
平
成
十
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

付 

則
（
平
成
一
二
・
三
・
一
九
） 

一 

平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
一
○
条
【
手
続
き
】
を
改
正
す
る
。 

二 

平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
一
二
条
【
定
期
総
会
】
を
改
正
す
る
。 



三 

平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
一
四
条
【
定
足
数
、
表
決
】
を
改
正
す
る
。 

四 
平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
二
九
条
【
会
費
】
を
改
正
す
る
。 

五 

平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
二
九
条
の
二
【
会
費
免
除
の
対
象
】
を
施
行
す
る
。 

六 

平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
三
〇
条
【
臨
時
徴
収
】
を
改
正
す
る
。 

七 

平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
六
章
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
を
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
コ
ン
サ
ー

ト
マ
ス
タ
ー
、
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
に
改
正
す
る
。 

八 

平
成
一
二
年
四
月
一
日
よ
り
第
三
七
条
【
選
曲
方
法
】
を
改
正
す
る
。 

九 

平
成
一
四
年
四
月
一
日
よ
り
第
六
章
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
、
ア
シ
ス
タ
ン
ト
コ
ン
サ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
、
パ
ー

ト
リ
ー
ダ
ー
を
セ
ク
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
・
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
に
改
正
す
る
。 

 

付
則(

平
成
一
七
・
三
・
二
七) 

一
〇 

平
成
一
四
年
四
月
一
日
よ
り
第
三
七
条
【
選
曲
方
法
】
を
改
正
す
る
。 

一
一 

平
成
一
七
年
四
月
一
日
よ
り
第
二
条
【
活
動
日
】
を
改
正
す
る
。 

一
二 

平
成
一
七
年
四
月
一
日
よ
り
第
三
四
条
【
セ
ク
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
、
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
の
責
務
】
を
改
正
す

る
。 

 

付 

則(

平
成
一
八
・
二
・
二
六) 

一
三 

平
成
一
八
年
三
月
一
日
よ
り
第
一
二
条
【
定
期
総
会
】
を
改
正
す
る
。 

一
四 

平
成
一
八
年
三
月
一
日
よ
り
第
一
四
条
【
定
足
数
・
表
決
】
を
改
正
す
る
。 

一
五 

平
成
一
八
年
三
月
一
日
よ
り
第
三
三
条
【
会
計
年
度
】
を
改
正
す
る
。 

 

付 

則(

平
成
二
〇
・
三
・
二) 

一
六 

平
成
二
〇
年
四
月
一
日
よ
り
第
二
九
条
【
会
費
】
を
改
正
す
る
。 

一
七 

平
成
二
〇
年
四
月
一
日
よ
り
第
二
九
条
の
三
【
会
費
免
除
の
対
象
】
を
改
正
す
る
。 

一
八 

平
成
二
〇
年
四
月
一
日
よ
り
第
二
九
条
の
三
【
会
費
減
免
の
対
象
】
を
施
行
す
る
。 

 

付 

則(

平
成
二
一
・
三
・
一) 

一
九 

平
成
二
一
年
四
月
一
日
よ
り
第
二
九
条
【
会
費
】
を
改
正
す
る
。 

 

付 

則(

平
成
二
二
・
二
・
一
四) 

二
〇 

平
成
二
二
年
三
月
一
日
よ
り
第
六
条
【
休
会
】
を
改
正
す
る
。 

二
一 

平
成
二
二
年
三
月
一
日
よ
り
第
七
条
【
退
会
】
を
改
正
す
る
。 

二
二 

平
成
二
二
年
三
月
一
日
よ
り
第
三
四
条
【
セ
ク
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
、
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
の
責
務
】
を
改
正
す

る
。 



二
三 

平
成
二
二
年
三
月
一
日
よ
り
第
三
七
条
【
選
曲
方
法
】
を
改
正
す
る
。 

二
四 
平
成
二
二
年
三
月
一
日
よ
り
第
九
章
雑
則
第
四
〇
条
【
正
装
】
を
施
行
す
る
。 

 

付 

則(

平
成
二
七
・
二
・
二
一) 

二
五 

平
成
二
七
年
二
月
二
一
日
よ
り
第
三
三
条
【
会
計
年
度
】
を
改
正
す
る
。 

付 

則(

平
成
二
八
・
五
・
八) 

二
六 

平
成
二
八
年
五
月
八
日
よ
り
第
二
九
条
の
二
【
会
費
免
除
の
対
象
】
を
改
正
す
る
。 

 付 

則(

令
和
三
・
五
・
二) 

二
七 

令
和
三
年
六
月
一
日
よ
り
第
二
条
【
活
動
日
】
を
改
正
す
る
。 

二
八 

令
和
三
年
六
月
一
日
よ
り
第
二
四
条
【
会
長
の
決
缺
】
を
改
正
す
る
。 

二
九 

令
和
三
年
六
月
一
日
よ
り
第
二
八
条
【
係
】
を
改
正
す
る
。 

三
〇 

令
和
三
年
六
月
一
日
よ
り
第
二
九
条
【
会
費
】
を
改
正
す
る
。 

三
一 

令
和
三
年
六
月
一
日
よ
り
第
六
章
セ
ク
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
、
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
を
パ
ー
ト
リ
ー
ダ
ー
に
改
正

す
る
。 

三
二 

令
和
三
年
六
月
一
日
よ
り
第
三
七
条
【
選
曲
方
法
】
を
改
正
す
る
。 

  


